
－1－ 

議案第 5号 
 

岡山県市町村総合事務組合公告式条例の一部改正 
 
岡山県市町村総合事務組合公告式条例の一部改正について、別紙の

とおり提出する。 
 

令和 7 年 10 月 21 日提出 
 
岡山県市町村総合事務組合 

管理者 小 倉 博 俊 
 
［提案理由］ 

地方自治法の一部改正に鑑み、岡山県市町村総合事務組合条例等

の公布に当たって管理者が行う署名に、電子署名を含むこととする

等所要の改正を行う必要がある。これが、この議案を提出する理由

である。 
 

資  料 
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  岡山県市町村総合事務組合公告式条例の一部を改正する条例 

岡山県市町村総合事務組合公告式条例（平成 17 年岡山県市町村総合事務組合条例第 3 号）の

一部を次のように改正する。 

第2条第1項中「署名」の次に「（総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律施行規則（平成15年総務省令第48 号）第2条第2項第1号イに規定する電子署

名を含む。）」を加え，「附して」を「付して」に改める。 
附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 



－3－ 

岡山県市町村総合事務組合公告式条例の新旧対照表 

新 旧 
 （条例の公布） 
第 2 条 条例は，組合管理者が署名（総務省関係法

令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律施行規則（平成 15 年総務省令第 48 号）

第 2 条第 2 項第 1 号イに規定する電子署名を含

む。）した後，条例であることを明記し番号を付

して公布しなければならない。 
２ 略 

 （条例の公布） 
第 2 条 条例は，組合管理者が署名        

                        

                        

                       

   した後，条例であることを明記し番号を附

して公布しなければならない。 
２ 略 

 


